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令和８年度全国安全週間の実施について
～７月１日（水）から７月７日（火）まで～
（準備期間：６月１日（月）から６月３０日（火）まで）

	島田労働基準監督署（署長 竹中 (たけなか) 葉子 (ようこ) ）は、７月１日（水）から７日（火）までを令和
８年度「全国安全週間」とし、各職場への巡視やスローガンの掲示など、労働災害防止に関
する取組を積極的に実施します。
今年で９９回目となる全国安全週間は、労働災害を防止するために、産業界での自主的な
活動の推進と、職場での安全に対する意識を高め、安全を維持する活動の定着を目的として
います。
県内では近年労働災害が増加しており、昨年労働災害により死傷した方（休業４日以上）
は４，４９９人となっています。また、このうち１７人の尊い人命が失われております。
労働災害の一層の減少を図るためには、労使が一体となって労働災害防止のための基本ルー
ルを徹底し、またそれらを遵守・実行するための時間的・人員的に余裕を持った業務体制を
構築することが重要です。このため、令和８年度全国安全週間は、以下のスローガンで取り
組みます。

『多様な人材　全員参加　みんなで育てる安全職場』

全国安全週間及びその準備期間を機会に、それぞれの職場において、労働災害防止の重要
性について認識を深め、安全管理活動の着実な推進を図りましょう。また、静岡労働局では、労働災害防止計画（第１４次防）を策定し、第１３次計画期間と比較して、第１４次計画期間の労働災害による死亡者数を、５％以上減少させること、２０２２年と比較して、２０２７年までに労働災害による休業４日以上の死傷者数を、減少させることを目標としており、最重要課題として①建設業における死亡災害の撲滅、②転倒災害の増加傾向への歯止め、③外国人労働者の災害の減少を掲げています。詳細は静岡労働局ホームページをご参照ください。
(静岡労働局ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/roudoukyoku/roudou/anzen/dai14jibou.html



【期間中に実施する説明会】
安全週間説明会：（主催：島田労働基準協会 後援：島田労働基準監督署）
① 令和８年６月４日（木） 午後２時より
夢づくり会館 学習の部屋（島田市島 550番地の 2）
② 令和８年6月5日（勤） 午後２時より
夢づくり会館 学習の部屋（島田市島 550番地の 2）
※取材申込は事前にご連絡ください。
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